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受動喫煙防止について 

受動喫煙による健康リスク 

たばこの煙は、喫煙者だけでなくその煙を吸ってしまう周囲の人にも、肺がん、虚血性心疾患、

脳卒中、乳幼児突然死症候群のリスクを高めてしまうなどの健康影響があります。 

改正健康増進法の全面施行により、令和 2 年 4月 1 日から、多くの人が利用するすべての施設

（事業所、オフィス、飲食店等）においても受動喫煙防止対策が義務となりました。 

 

法改正の概要 

・施設内での喫煙を可能とするためには、基準を満たす喫煙室の設置が必要です。 

・喫煙室を設置した際は、標識の掲示が義務付けられます。 

※下記、鹿児島市 HPより各標識をダウンロードできます。 

受動喫煙を防止しましょう（鹿児島市ＨＰ）▶ 

 

・20歳未満の方は、従業員も喫煙エリアに立ち入らせることはできません。 

・義務違反時には、指導・命令・罰則等が適用されることがあります。 

 

※屋外に喫煙場所を設置する際は、「受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮する

こと」が義務付けられています。 

  

職場における受動喫煙対策 

職場における受動喫煙防止対策について（厚労省ＨＰ）▶   

 

○職場における受動喫煙対策について、国によりガイドラインが示されています。 

○事業所における受動喫煙防止対策を推進することを目的とした助成事業があります。 

・受動喫煙防止対策助成金 

対象：詳しくは厚生労働省ＨＰをご確認ください。▶ 

お問い合わせ先：鹿児島労働局 労働基準部 健康安全課 

（ＴＥＬ：099-223-8279 ＦＡＸ：099-223-0575） 

 

・生衛業受動喫煙防止対策助成金（（公財）全国生活衛生営業指導センターHP）▶ 

対象：労災保険の適用を受けない生衛業者（一人親方等）の方（飲食業者） 

お問い合わせ先：（公財）鹿児島県生活衛生営業指導センター 

       （ＴＥＬ：03-5777-0341 ＦＡＸ：03-5777-0342） 

   受動喫煙による健康への悪影響から利用者や従業員を守るため、 

ご理解・ご協力をお願いいたします。 
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